
自治基本条例 条文比較 

 自治基本条例市民ＷＧ会議資料③ 1

北九州市 

誇りを持って、ここ北九州市で暮らし、生きていきたい。 

このまちの良さを守り、慈い つ くしみ、子どもたちに伝えていきたい。 

私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で市民による自

治を実践することが重要です。 

私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してきました。また、市民、議会、行政が一体となって公害

克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っています。 

私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いていきます。そして、近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの思いを、

アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。 

ここに本市の自治の礎い し ず えとなる北九州市自治基本条例を定め、自治の理念と原則を宣言します。 
 

多治見市 

私たちは、基本的人権が尊重され、平和のうちに安心して心豊かに暮らせるまちを目指します。 

私たちは、まちづくりの主体として、一人ひとりが自由な意思でまちづくりにかかわるとともに、まちづくりの一部を信託するため、市民自治の主権に基づき、市民生活とそ

の基盤である地域社会に最も身近な地域政府として多治見市を設置します。 

市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければなりません。また、その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に参加するための制度を整え、まちづくりを

担う多様な主体と連携協力しなければなりません。 

私たち市民は、地域政府としての多治見市の成立が市民の信託に基づくものであることを明らかにし、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定める

多治見市の最高規範として、ここにこの条例を制定します。 
 

岸和田市 

私たちは、茅
ち

渟
ぬ

の海から和泉葛城の山に至る美しく豊かな自然に対して深い愛着を抱いています。青い海と空をこよなく愛し、水の恵みと大地の実りへの感謝の気持ちを忘れ

ず、その源となる山々への畏
い

敬の念を胸に強く刻み込んできました。 

私たちのまちは、この恵まれた地勢をいかした農業や林業、水産業を中心としながら、一方で、地場産業を育み、工業化を進め、都市として発展してきました。 

また、城下町としての歴史と伝統が息づき、だんじり祭りをはじめとした伝統行事や民俗文化が継承されてきています。 

私たちは、いにしえより先人たちが守り続けてきたこれらの自然と、起こし育ててきた産業や伝統、培われてきた文化を受け継ぎ、次世代へ引き継いでいかなければなりませ

ん。 

これらを礎としながら、平和を願い、次代を担う子どもたちを育み、それぞれの責任と役割を自覚し、助け合いながら、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべて

の人権を尊重する豊かなまちづくりに取り組んでいきます。 

私たちは、市民が自治の主体、市政の主権者であることを認識し、自らの地域は自らの手で築いていこうとする意思を明確にし、自ら考え、行動することで、常に安心してい

つまでも住み続けることができる、個性豊かな持続性のある地域社会、すなわち「市民自治都市」の実現を目指します。 

今、ここに「市民自治都市」を実現していくための基本原理として岸和田市自治基本条例を制定します。 
 

前文 

川崎市 

私たちのまち川崎市は、多摩川や多摩丘陵の自然に恵まれ、我が国産業を支える拠点を擁した多様な顔を持つ都市として、公害や急速な都市化の進行への対応など、高度成長期

の大都市が抱えた課題の克服に、全市民の英知を結集しながらその歩みを進めてきました。 

今、成長と拡大を基調としてきた社会の仕組みや制度の再構築が求められ、少子高齢社会への対応や地球環境への配慮が求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、

自治とは何か、市民と自治体の関係や自治体と国の関係はどうあるべきかが問われています。 

私たち市民は、私たち自身が、このような地域社会の抱える課題を解決する主体であることを改めて確認するとともに、信託した市政が、私たちの意思を反映して行われるよう、

その運営に主体的に参加し、また、国や神奈川県と対等な立場で相互協力の関係に立って、自律的運営を図り、自治体としての自立を確保する必要があります。 

こうした市民自治の基本理念を確認し、情報共有、参加及び協働を自治運営の基本原則として、行政運営、区の在り方、自治に関する制度等の基本を定め、市民自治を確立する

ため、ここに川崎市自治基本条例を制定します。 

そして、私たち市民は、人類共通の願いである恒久平和と持続可能な社会が広く世界に築かれることを希求し、川崎市民としての誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重される「活

力とうるおいのある市民都市・川崎」の創造を目指します。 
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北九州市 

(目的) 

第 1 条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の意思に基づく自立した市政運営を確立すること及び市民が安心して暮らすことができる地域社

会を実現することの緊要性にかんがみ、北九州市における自治の基本理念及び基本原則を定め、自治を担に なう市民の権利及び責務並びに議会、議員

及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則、市政への市民参画その他自治に関する基本的事項を定めることにより、市

民の意思を適切に反映させた公正かつ誠実な市政運営の実現、市民の主体的な関与及び市民相互の連携による良好な地域社会の維持形成等を図り、も

って本市における市民を主体にした自治(以下「市民自治」という。)の確立に寄与することを目的とする。 
 

多治見市 

（目的） 

第１条 この条例は、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定めることにより、多治見市の市民自治の確立を図ることを目的とします。 

 

岸和田市 

（目的） 

第１条 この条例は、岸和田市における自治の基本理念を明らかにし、市民及び事業者の権利及び責務並びに市長及び議会の権能及び責務を明確にするとともに、市政に関する基

本的な事項を定めることにより、市民自治都市を実現し、市民福祉の向上を目指すことを目的とする。 

 

目的 

川崎市 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念と自治運営の基本原則を確認し、自治運営を担う主体である市民、議会及び市長その他の執行機関（以下「市長等」といいます。）

の役割、責務等を明らかにするとともに、行政運営、区の在り方、自治運営の基本原則に基づく制度等本市の自治の基本を定めることにより、市民自治を確立することを目的とし

ます。 
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北九州市 

(定義) 

第 3 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内の事業所若もしくは事務所に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内に不動産を

所有する者又は市内で事業活動その他まちづくりに関する活動を行う者若もしくは団体をいう。 

2) 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。 

3) コミュニティ 自治会等の地縁による団体、市民が共生する地域社会の実現に資すると認められる特定非営利活動法人その他これらに類する団

体をいう。 
 

多治見市 

 

岸和田市 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１) 市民 市内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は市内に事業所を置く次号に規定する事業者をいう。 

２) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

３) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程に、責任を持って主体的に関与することをいう。 

４) 協働 市民、事業者及び市が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重しながら協力しあうことをいう。 

 

定義 

川崎市 
 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

 １) 市民 本市の区域内に住所を有する人、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ人又は本市の区域内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。 

 ２) 参加 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるために、市政に主体的にかかわり、行動することをいいます。 

 ３) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。 
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北九州市 

(コミュニティの活動のあり方) 

第 26 条 市民は、様々なコミュニティの活動に自由に参加することができる。 

2 市民は、コミュニティの活動への参加を通じて、市民が共生する地域社会の維持及び形成に努めるものとする。 

3 コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について市民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。

4 コミュニティは、他のコミュニティの自主性を尊重しながら、コミュニティ相互間の連携の推進に努めるものとする。 

(コミュニティへの支援等) 

第 27 条 市は、コミュニティの自律性及び自立性に配慮しながら、コミュニティの活動がその活動する地域の特性に応じて効果的に行われるよう、

コミュニティに対し積極的に支援するものとする。 

2 前項に規定する支援は、区役所の組織及び機能を最大限に活用することにより行うものとする。 

3 区長は、コミュニティが相互に連携しながらその活動が円滑に行えるよう、コミュニティに対し必要な支援に努めるものとする。 
 

多治見市 

 

岸和田市 

（コミュニティ活動） 

第 14 条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決

に向けて自ら行動するよう努める。 

２ 市長は、前項に規定する市民の自主的な地域における活動（以下「コミュニティ活動」という。）の役割を尊重しながら適切な施策を講じなければならない。 

 

コミュニティ 

川崎市 

（コミュニティの尊重等） 

第９条 市民は、暮らしやすい地域社会を築くために、コミュニティ（居住地、関心又は目的を共にすることで形成されるつながり、組織等をいいます。以下同じ。）をそれぞれ

の自由意思に基づいて形成することができます。 

２ 市民及び市は、暮らしやすい地域社会の担い手であるコミュニティの役割を尊重するものとします。 

３ 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、コミュニティにかかわる施策を推進します。 
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北九州市 

(住民投票) 

第 25 条 市は、市政に関し、特に重要な事項について、住民(法人を除く。)の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるところにより、

住民投票を実施することができる。 

2 市長は、住民投票を実施するに当たっては、投票の結果の取扱いについて、あらかじめ見解を述べるものとする。 
 

多治見市 

（市民投票） 

第 32 条 市は、市政の重要事項について、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させるため、市民による投票（以下「市民投票」といいます。）を実施することができます。

２ 市民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めます。 

（尊重義務） 

第 33 条 議会の議員と市長は、自らに対する市民の直接の信託に対する責任に基づき、市民投票の結果を尊重しなければなりません。 

 

岸和田市 

（住民投票） 

第 20 条 市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について、定住外国人を含む住民のうち 18 歳以上の者が、その総数の４分の１以上の者の連署をもって住民投票を

市長に請求したときは、直接住民の意思を問うため住民投票を実施しなければならない。 

２ 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち 18 歳以上の者とする。 

３ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

４ 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 

 

住民投票 

川崎市 

（住民投票制度） 

第 31 条 市は、住民（本市の区域内に住所を有する人（法人を除きます。）をいいます。以下同じ。）、議会又は市長の発議に基づき、市政に係る重要事項について、直接、住

民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。 

２ 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。 

（協働推進の施策整備等） 

第 32 条 市は、市民との協働による公共的な課題の解決のため、協働を推進する施策を整備し、その体系化を図ります。 

 

 


